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1 人 （令和7年6月1日現在）

2 件 （令和6年度）

3 円 （令和6年度）

4 円 （令和6年度）

5

％

6

キャリアコンサルティングの相談窓口 TEL：

キャリアアップに資する教育訓練

無

職種転換訓練 1年以上雇用が見込まれる派遣労働者 OFF-JT 有 派遣元 無

階層別訓練 1年以上雇用が見込まれる派遣労働者 OFF-JT 有 派遣元

無

入職時等基礎訓練 初めて派遣する労働者 OFF-JT 有 派遣元 無

職能別訓練 1年以上雇用が見込まれる派遣労働者 OFF-JT 有 派遣元

費用負担

労使協定の締結の有無 有
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 全ての派遣労働者
労使協定の有効期間の終期 2027年3月31日

対象者 実施方法 賃金支給 実施主体

労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃
金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関す
る料金の平均額で除して得た割合（マージン率）

32.1

キャリア形成支援制度に関する事項

06-7688-5200

7
労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を
締結しているか否かの別等

労働者派遣に関する料金の平均額 （8時間あたり） 17,383

派 遣 労 働 者 の 賃 金 の 額 の 平 均 額 （8時間あたり） 11,806

派 遣 労 働 者 の 数 74 大阪府大阪市北区梅田1-1-3

派 遣 先 事 業 所 数 119 大阪駅前第3ビル6F

530-0001

労働者派遣法に基づく情報提供 許可番号 派14-300991

大 阪 支店


